




【ミルテル検査 試験運用にかかる実施要項 

および免責事項】 

１ 【ミルテル検査 試験運用にかかる実施要項および免責事項】は、ミルテ

ル検査試験運用 申込書 兼 同意書(以下、「本申込書」という。)にて定め

た内容、検体数に対してのみ適用するミルテル検査の試験運用(以下「本試

験運用」という。)の実施要項及び免責事項について定める。 

２ 委託料は、本申込書にて定めるものとする。なお、本試験運用に基づく

双方の取引について、消費税及び地方消費税額については、申込者が委

託料とは別個に負担し、委託料と共にミルテルに支払うものとする。 

３ 申込者は、本申込書をミルテルが受領して 1年を限度として、本試験運

用を依頼することができる。 

４ ミルテルは、本試験運用に基づき、甲に納入した結果報告について、納

入日を基準として毎月末日で締め、翌月第５営業日までに、委託料を請求

するものとし、申込者は請求書受領月の末日までにミルテルが指定の銀行

口座に振込送金する方法により支払うものとする。なお、振込手数料は申込

者の負担とする。ただし、委託料が 0円のときは、これに限らない。 

５ 申込者が本申込書に定める委託料の支払いを遅滞した場合、申込者は

ミルテルに対し、支払期日の翌日から、完済の日まで年 14.6％の割合によ

る遅延損害金を支払うものとする。 

６ 検査の依頼方法はミルテルが提示する方法に従う。ミルテルは、結果報

告を検体受取り後 21営業日以内に紙面またはデータにて納入するものと

する。  

７ 検査実施に際して必要な場合には、検査内容及び検査結果の限界、検

査の手法に伴うリスク、個人情報の取り扱い等を説明し、被検査者の同意を

得るものとする。 

８ 本試験運用により発行される結果報告は、原則として、当該検査の正式

導入を検討する判断材料として使用するものとし、結果報告に基づき甲が被

検査者に対して行う診断、アドバイスその他の指導等の内容の正確性その

他の有効性について、ミルテルは何ら保証しないものとする。本試験運用の

結果報告の使用及び管理は、申込者の責任において行うものとする。 

９ ミルテルは、本試験運用の遂行により申込者から委託された個人情報の

取扱いについて、個人情報の保護に関する法律（2003年法律第 57号及び

その後の改正）及び人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指

針 （2021 年 3月 23日文科・厚労・経産告示第一号及びその後の改正）を

遵守するものとする。 

１０ 本試験運用の遂行にあたり必要な資材はミルテルから提供する。なお、

本試験運用終了時に残った余剰資材については、申込者はミルテルの指

示に従う。 

１１ 申込者は本試験運用の遂行によって知り得たミルテルの技術、営業等

の一切の情報を秘密として保持し、ミルテルの事前の書面による承諾を得な

い限り、第三者に対して開示又は漏洩してはならない。 

 

１２（１） 申込者及びミルテルは、相手方に対し、自己及び自己の役員等

が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわた

っても該当しないことを確約するものとする。 

① 暴力団 

② 暴力団員 

③ 暴力団準構成員 

④ 暴力団関係企業 

⑤ 企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うお

それがあり、市民生活の安全に脅威を与える者 

⑥ 社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益

を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全

に脅威を与える者 

⑦ 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用

い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核と

なっている集団または個人 

⑧ その他前各号に準ずる者 

（２） 申込者及びミルテルは、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して

次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとする。 

① 暴力的な要求行為 

② 法的な責任を超えた不当な要求行為 

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損

し、または相手方の業務を妨害する行為 

⑤ その他前各号に準ずる行為 

（３） 申込者及びミルテルは、相手方が前各項の確約に反し、または反して

いると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、

直ちに相手方との取引の全部または一部を停止することができるものとす

る。なお、申込者及びミルテルは、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に

関し、相手方に対して何ら説明しまたは開示する義務を負わないものとし、

取引の停止に起因しまたは関連して相手方に損害等が生じた場合であって

も、何ら責任を負うものではない。 

（４） 申込者及びミルテルは、自己（自己の役員等を含む。）が 12(1)または

12(2)の確約に反したことにより相手方が損害を被った場合、相手方に生じ

たその損害を賠償する義務を負うことを確約するものとする。 

１３ ミルテルは、申込者に対して損害賠償責任を負担する場合、通常損害

および特別損害を含め、委託料を限度として金銭による賠償を負うものとす

る。 

１４ 本試験運用実施要項に疑義が生じたときは、双方協議し、信義誠実の

原則に基づき円満に解決するものとする。 

 


